
学
校
教
育
課
1
66
◆

1
1
6
5

私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励

制
度
の
お
知
ら
せ

市
内
・
市
外
の
私
立
幼
稚
園
に

通
園
す
る
園
児
の
保
護
者
に
対
し
、

所
得
に
応
じ
て
入
園
料
・
保
育
料

を
補
助
し
て
い
ま
す
。
次
の
条
件

に
該
当
す
る
方
は
、
在
園
す
る
幼

稚
園
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対　
象　
市
民
税
所
得
割
額
18
万

3
千
円
以
下
の
世
帯

※
父
母
そ
れ
ぞ
れ
に
所
得
割
額
が

あ
る
世
帯
は
合
算
し
ま
す
。

な
お
、
当
該
園
児
の
税
の
扶
養

控
除
が
父
母
以
外
の
家
族
の
場

合
、
扶
養
者
で
あ
る
方
の
所
得

割
課
税
額
も
合
算
し
ま
す
。

問
合
先　
在
園
す
る
幼
稚
園
ま
た

は
学
校
教
育
課

学
校
教
育
課
1
66
◆

1
1
6
5

障
が
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

お
子
さ
ん
の
保
護
者
の
方
へ

障
が
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
お

子
さ
ん
が
就
学
す
る
と
き
の
参
考

に
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
就
学
相

談
や
体
験
入
学
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
入
学
前
の
就
学
相
談（
東
三
河

地
区
）

相
談
は
予
約
制
。料
金
は
無
料
。

と　
き　
8
月
6
日
㈭
・
7
日
㈮

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

と
こ
ろ　
東
三
河
総
合
庁
舎（
豊

橋
市
八
町
通
5
の
4
）

対　
象　
平
成
22
年
度
に
小
学
校

へ
入
学
す
る
子
ど
も
と
保
護
者

申
し
込
み　
7
月
2
日
㈭
ま
で
に

学
校
教
育
課
ま
た
は
、
東
三
河

教
育
事
務
所
就
学
担
当（
☎
０

５
３
２
◆

54
◆

５
１
１
１
）へ
。

●
養
護
学
校
体
験
入
学
な
ど

・
豊
川
養
護
学
校

☎
88
◆

２
５
５
３

知
的
な
発
達
の
遅
れ
や
情
緒
に

障
が
い
の
あ
る
子
を
対
象
と
し

た
学
校

体
験
入
学
日　

7
月
21
日
㈫
、

10
月
26
日
㈪

・
豊
橋
養
護
学
校

☎
０
５
３
２
◆

61
◆

８
１
１
８

手
足
の
不
自
由
な
子
を
対
象
と

し
た
学
校

体
験
入
学
日　

9
月
4
日
㈮
、

10
月
23
日
㈮

・
大
府
養
護
学
校

☎
０
５
６
２
◆

48
◆

５
３
１
１

病
気
で
入
院
し
て
い
る
子
を
対

象
と
し
た
学
校

体
験
入
学
日　

10
月
13
日
㈫
、

11
月
20
日
㈮

・
愛
知
教
育
大
学
附
属
特
別
支
援

学
校

☎
０
５
６
４
◆

21
◆

７
３
０
０

知
的
な
発
達
の
遅
れ
や
情
緒
に

障
が
い
の
あ
る
子
を
対
象
と
し

た
学
校

学
校
見
学
日　
10
月
19
日
㈪

入
学
選
考
日　
12
月
4
日
㈮

申
込
・
問
合
先　
各
学
校
へ
直
接

電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

※
各
特
別
支
援
学
校
で
は
、
決
め

ら
れ
た
体
験
入
学
日
以
外
の
日

で
も
随
時
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

証
を
更
新
し
ま
す

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証（
保
険
証
）
の
有

効
期
限
は
7
月
31
日
で
す
。
新
し

い
保
険
証
を
7
月
中
旬
か
ら
下
旬

に
か
け
て
簡
易
書
留
郵
便
で
送
り

ま
す
。配
達
時
に
不
在
の
場
合
は
、

郵
便
局
へ
再
配
達
の
依
頼
を
す
る

か
、
直
接
受
け
取
り
に
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
郵
便
局
で
の
留
置
期
間

後
は
保
険
年
金
課
で
お
渡
し
し
ま

す
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
、
印

鑑
、
身
分
証
明
書（
運
転
免
許
証

な
ど
）を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ

い
。
な
お
、
代
理
受
領
の
場
合
は

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
新
し
い
保
険
証
は
若
草
色

保
険
証
の
色
が
、
桜
色
か
ら
若

草
色
に
変
わ
り
ま
す
。
8
月
1
日

以
降
に
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す

る
と
き
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
桜
色
の

保
険
証
は
、
8
月
以
降
に
保
険
年

金
課
ま
た
は
東
・
形
原
・
西
浦
の

各
出
張
所
へ
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
を
更
新
し
ま
す

現
在
、
70
歳
以
上
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
の
方
に
交
付
し
て

い
る
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証（
受
給
者
証
）
の
有
効
期
限
は

7
月
31
日
で
す
。
新
し
い
受
給
者

証
を
7
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま

す
。
8
月
以
降
に
医
療
機
関
な
ど

を
受
診
す
る
と
き
は
、
新
し
い
受

給
者
証
を
窓
口
へ
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
有
効
期
限
の
切
れ
た
受
給

者
証
は
、
8
月
以
降
に
保
険
年
金

課
ま
た
は
東
・
形
原
・
西
浦
の
各

出
張
所
へ
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
更
新
と
申
請

●
限
度
額
適
用
認
定
証

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
入

院
し
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
入
院

費
が
所
得
に
応
じ
た
自
己
負
担
限

度
額
に
な
り
ま
す
。

●
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
入

院
し
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
入
院
中
の
食

事
の
費
用
260
円（
1
食
当
た
り
）

を
減
額
し
ま
す
。
減
額
後
の
自
己

負
担
額
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

区　　分 1食当たりの
自己負担額

市県民税課税世帯 260円

市県民税
非課税世帯

90日まで入院 210円

90日を越える入院
（申請月から過去12
カ月間の入院日数）

160円

※ 市県民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない世帯
（控除後の所得が0円になる世帯）の70～74歳の方は、入院
日数に関わりなく100円。

認
定
証
の
更
新　
現
在
、
交
付
さ

れ
て
い
る
限
度
額
適
用
認
定
証

お
よ
び
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
で

す
。
現
在
入
院
中
で
、
認
定
証

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、

必
ず
7
月
中
に
更
新
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

認
定
証
の
申
請　
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

保
険
証
、
印
鑑
、
認
定
証（
お

持
ち
の
方
）
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